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第２章 真の進歩指標（GPI）を用いた 
都市農村格差の計測(1) 

 

林 岳  
 

１．はじめに 
 

 これまでの経済成長理論では，都市地域と農村地域の期待賃金格差が拡大するにつれ，

労働力は農村の伝統部門から都市の近代部門へと移動すると言われている（Fei and Ranis, 

1964, Williamson, 1965）。しかし，この理論のように，GDP，所得，賃金などの経済指標で

都市と農村の格差を測る場合，いくつかの重要な要素は評価されないことになる。農村の

賃金や所得が都市のそれよりも低くても，一部の人々は農村に留まり，また一部は都市か

ら農村へと回帰している。このような現象は欧米諸国だけではなく（von Reichrt et al., 

2014;Dustmann and Weiss, 2007），日本を含むアジア諸国でも発生している（Zhao, 2002; 

Ishikawa, 1992）。既存研究では，このような現象を生じさせる要因は単に生活費の低さな

どといった経済的要因だけではなく，落ち着いた静かな生活環境や家族の生活の質などの

要因もあることを指摘している（Farrell et al., 2012, p. 39;Zhao, 2002）。 

東アジアにおける都市農村格差の研究はほとんどが中国に集中している（Yang, 1999; 

Knight and Gunatilaka, 2010）。しかしながら，かつて世界でも有数の平等社会と評価された

日本は，バブル経済の始まり以来，都市農村格差の拡大に直面している。このようなこと

から，改めて日本においても都市農村格差の評価が必要であり，かつ生活の質などの項目

を評価できるよう従来の経済指標以外での都市農村格差の評価が求められている。 

持続可能経済福祉指標（ISEW）や真の進歩指標（GPI）は，このような質的な側面を評

価することができることから，GDP の代替指標として見なされ，人々の客観的もしくは集

計的（マクロ）な豊かさを評価する指標として用いられている(2)。これまで多くの研究に

おいて国レベルだけでなく州・地方・郡レベルにおいても ISEW/GPI が適用されている

（Posner and Costanza, 2011;Bagstad and Shammin, 2012;Clarke and Lawn, 2008,いずれも GPI

の適用事例）。しかしながら，これらの研究の多くは単に特定地域の豊かさの評価を行うも

のであり，ISEW/GPI を都市と農村の格差を評価した事例は Bagstad and Shammin (2012)以

外に見当たらない。 

 本稿の目的は，日本における都市と農村の格差を GPI を用いて評価することであり，

特に GDP と GPI での都市農村格差の評価結果の違いを明らかにすることである。このよ

うな都市農村格差の評価は，政府または地方自治体の政策担当者に多くの情報を提供する

とともに，経済的側面だけではない都市農村格差の現状を理解することに貢献する。 
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２．日本における都市農村格差と人口移動  
 

（１）終戦後以降の都市農村格差 

 

1960 年代から 1970 年代にかけて，日本は高度経済成長を遂げ，「戦後日本の奇跡」と言

われていた。この時期，国内の産業構造は大きく変化し，主に都市地域に立地していた産

業部門の労働者は増加した。同時に産業部門は生産性を改善したことにより，労働者数の

増加にもかかわらず，賃金は増加し，都市労働者は農村労働者以上の賃金上昇を享受する

ことができた。結果的に都市家計と農村家計の所得格差は拡大したが，同時に所得格差は

農村労働者が都市地域での冬季の季節労働，いわゆる出稼ぎを促す結果となり，都市と農

村の所得格差は縮小または拡大を鈍化させた。日本では，1960 年代から 1970 年代の高度

経済成長にもかかわらず，所得分配はきわめて公平だったと結論づけられる（Tachibanaki, 

2005, p. 58）。1980 年代後半から 1990 年代初頭にかけて，日本はバブル経済を経験したが，

この時期，資産保有者と非保有者の間で大きな格差が生じ，さらにそれが拡大した

（Tachibanaki, 2005, p. 66）。これらのことから，橘木は「1960 年代から 1970 年代の高度経

済成長期には賃金・所得格差は比較的小さく，1980 年以降までそれが拡大することはなか

った」と結論づけている。 

現在，日本の農村地域は地域の持続性に関して，大きな危機を迎えている。都市は農村

からの人口流入で便益を得ているのに対し，農村は高齢化率の上昇と人口減少に歯止めが

かからず，これらは地域格差の拡大をもたらすと指摘されている（Feldhoff, 2013, p. 101）。

橘木は，日本は高不平等社会に移行しつつあり，もはや世界一公平な所得分配社会とはい

えないと指摘している（Tachibanaki, 2005, p. 35）。 

 

（２）都市から農村への人口回帰 

 

「日本経済の奇跡」の時期，大量の労働力が農村から都市へと移動した。しかしながら，

1970 年代には「石油危機」の影響で経済状況に大きな変化が生じ，人口移動が急速に停滞

した。当時，都市への労働力流入は大きく縮小したが（Ishikawa,1992），石川によると，こ

れは農村地域における雇用創出によるところが大きく，都市から農村への人口還流はまだ

主要な要因ではなかったとしている。 

しかしながら，現在は一部の都市住民が農村へと転居している。山本（2013）はその理

由を外的要因と内的要因の２つに分類している。外的要因とは両親の介護や土地などの財

産や農業経営，個人事業の相続，都市における自身の事業の失敗，健康上の理由などが該

当する。一方，内的要因は自らの定年退職や豊かさ・よりよい住環境の追求，知人・友人・

親類との交流の欲求などが該当する。過疎対策研究会（2010）は都市から農村への回帰の

主な理由として，豊かさ・よりよい自然環境の追求，地元民との結婚，転勤，よりよい住

環境の追求などを挙げている。 
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このように，農村地域が人々を惹きつける要因となっているのは，高所得や消費機会の

多さではなく，生活の質などの社会的要因である。しかしながら，現行の GDP など経済指

標ではこれらの要因の多くは評価されず， GDP では豊かさの視点から都市農村格差を評

価することができない。したがって，都市農村の豊かさの格差を適切に測るには別の指標

が必要となる。著者は３．（２）で後述する理由により，ISEW/GPI が代替指標となり得る

と考えている。 

 

３．ISEW/GPI の概念フレームワーク 
 

（１）ISEW/GPI の概説と地域への適用 

  

Daly and Cobb(1989)は，GDP では考慮されていない豊かさを評価するため ISEW を開発

した。ISEW は個人最終消費を基礎に，いくつかの支出や費用を豊かさの向上に貢献する

か否かにより加算または減算する指標である。ISEW では所得の不平等，環境被害の費用，

資源減耗などを豊かさに負の影響を与える項目とし，家計の家事労働，ボランティア活動

の価値を豊かさに貢献する項目としている。GPI は Redefining Progress によって初めて開

発され，ISEW に犯罪の費用，家計崩壊の費用，過重労働の費用などいくつかの項目を追

加したものである（Anielski and Rowe, 1999）。GPI は ISEW の改良版であり， ISEW に主

観的な要素の強い項目を追加したものという見方が主流であるが，Lawn and Clarke (2008)

では両者に本質的な違いはないとしている。Daly (2005)は現在の経済成長が生態系の容量

（Carrying Capacity）を上回っており，GDP の成長は必ずしも人々の幸福度を改善するも

のではないと指摘し，ISEW/GPI のような指標で豊かさを計測する必要性を論じている。 

 一方で，一部の研究者は ISEW/GPI の限界を指摘している（Atkinson,1995;Neumayer, 

2000;Lawn, 2005; Bleys, 2008;Brennan, 2013）。これらの研究者が指摘する課題を大きく分け

ると，理論的背景の欠如といくつかの項目の評価方法の課題の２つに分類することができ

る。Neumayer(2000)は，ISEW/GPI の有効性に疑問を呈し，計算方法のいくつかの欠点を

指摘している。これに対し，Lawn (2003)はフィッシャーの所得および資本概念を用いて

ISEW/GPI の理論的な健全性を示している。また他の研究者も ISEW/GPI の評価方法の改善

方策を提案している（Lawn,2005; Bleys, 2008; Beça and Santos, 2010）。 

  過去に，多くの研究において ISEW/GPI が適用され，適用範囲は国レベル（Stockhammer 

et al., 1997;Clarke and Islam,2005;牧野,2008）に留まらず，イタリア・シエナ (Pulselli et 

al.,2006); ベルギー・フランダース (Bleys,2013); オーストラリア・ビクトリア州 (Clarke 

and Lawn,2005); アメリカ・バーモント州(Costanza et al.,2004), オハイオ州北東部 

(Bagstad and Shammin,2012)，メリーランド州 (Posner and Costanza,2011) などの地域レベ

ルにも及んでいる。これらの既存研究の中でも，一部の研究では郡レベル，市町村レベル，

州レベルなど，異なる行政レベルへ同時に適用している事例も存在する（Bagstad and 

Shammin,2012;Posner and Costanza,2011;Costanza et al., 2004）。このような ISEW/GPI の既存
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研究の多くは，地域的 ISEW/GPI は持続可能性と生活の質に関する実用的な情報を政策担

当者に提供することができることを示している。特に Bagstad and Shammin(2012)は地域レ

ベルでの GPI の適用可能性を検証しており，GPI は持続可能性の包括的指標ではないが，

地域の経済，環境，社会的関心事項に関してより均衡のとれた状況へ改善するためのツー

ルを提供すると結論づけている。 

一方で，Clarke and Lawn (2008)は地域レベルへの GPI 適用の課題を指摘しており，特に

データ利用可能性，投入産出の問題，政策インプリケーションの３点の課題を挙げている。

Posner and Costanza(2011)は GPI をボルティモア市，ボルティモア郡，メリーランド州の３

地域で実施し，州レベルでは GPI の推計に必要なデータの多くは利用可能だが，市，郡レ

ベルでは標準的な推計方法で必要となるデータと実際に利用可能な代理変数の間に乖離が

生じていると結論づけている。これらの既存研究は， ISEW/GPI の適用は最大で郡レベル

まで可能だが，郡・市レベルへの適用の際は上記のような課題があることを認識すべきこ

とを示唆している。 

 

（２）都市農村格差への ISEW/GPI の適用 

 

著者は以下の２つの理由により ISEW/GPI が都市農村格差の評価に適していると考える。

第１に，ISEW/GPI はマクロもしくはメゾの包括的豊かさ指標であるためである。いくつ

かの既存研究では都市農村格差をさまざまな個別指標で評価しているが（橘木・浦川，2012），

これらの研究では主に GDP，賃金水準，生産性などの経済指標や教育サービスの費用，医

療施設・医師数，保育料などの生活環境指標，本社設置企業数などのビジネス環境などで

評価している。ISEW/GPI はこれらの個別指標よりも包括的に評価し，橘木・浦川（2012）

で採用された指標のうち GDP や賃金，教育サービスの費用は ISEW/GPI の中でも評価に導

入されている。第２に，ISEW/GPI が国民経済計算体系（SNA）に基づいており，他の経

済指標との比較が容易である点である。GDP は都市農村格差を測るには課題もあるが，そ

れでもこれまで都市農村格差の評価に幅広く使われている指標である。GDP との比較可能

性確保のため，ISEW/GPI は有効な手法と考える。 

ISEW/GPI を都市農村格差の評価に適用することにより，例えば良好な自然環境や通勤

費用の安さ，都市と比べて所得分配が公平である点など GDP では測れない農村の優位性が

評価できると考える。これらの項目は都市住民の農村回帰にも一定の影響を与えていると

思われる。都市農村格差の評価に ISEW/GPI を適用することにより，学術的側面だけでな

く政策担当者や農村回帰を検討している人に対しても有効な示唆を与えると考えられる。

以上のことから，著者は GPI を，都市農村格差を測るのに GDP よりもふさわしい指標と

見なし，日本における都市農村格差の評価に適用する。 
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４．推計方法 
 

（１）都市と農村の区分 

 

そもそも農村とは，広い意味ではいわゆる狭義の農村のほか，山村，漁村も含まれると

思われ，住民がそれぞれ主として農業，林業，漁業に従事する村落を指す(3)。したがって，

この定義を厳密に踏襲して農山漁村と都市を区分するには，市町村単位もしくはそれより

も小さな単位で区分することが望ましい。しかしながら，GPI の推計に必要なマクロ経済

統計においては，市町村単位での推計結果が公表されている事例は多くなく，市町村単位

で区分した GPI の推計は困難と予想されるため，本稿では市町村よりも大きな単位，すな

わち都道府県レベルで農山漁村地域と都市地域を区別する必要があると考える。 

では，都道府県レベルで都市部（都市型県）と農山漁村部（農村型県）をどのように区

分すべきか。本稿で検討した統計データによる区分は，（１）第１次産業 GDP シェア，（２）

第１次産業就業者数シェア，（３）農地・山林面積シェア，（４）DID 地区（市数シェア，

人口シェア）である。まず，GDP による区分は，SNA データが時系列的に利用でき，最も

容易な方法と考えられる。都道府県の総 GDP に占める第１次産業 GDP のシェアなどを用

いることで，区分は可能と考えられる。しかしながら，本稿の目的が GDP では測れない豊

かさを計測することにあるので，GDP で区分するというのは多少本稿の趣旨に反するかも

しれない。 

GDP に次いで統計データの入手が容易なのが就業者数である。総就業者数に占める第１

次産業就業者数の割合で区分することができるだろう。ただし，時系列的には都道府県別

産業別就業者数の統計データは，５年おきのものしか入手できないという問題点がある。 

 この他，農業や林業が盛んな地域は土地面積に占める農地・林地の割合が高くなると想

定し，土地面積に占める農地・林地の割合で区分する方法が考えられる。しかしながら，

これには２つの問題点がある。まずは漁業が盛んな地域は農地・林地面積に反映されない

ことであり，もう１つは公園や道路など農村にも都市にもある用地の面積が大きいと厳密

に都市と農村の区分ができないという点である。 

人口集積地域（DID）はその自治体数及び人口が統計として記録されている。これを用

いて都市と農村の区分を自治体レベルで行うことができるかもしれない。しかしながら，

DID 地区統計データにより，自治体レベルで都市と農村を区分できても，ISEW 推計のデ

ータ利用可能性の制約により，都道府県レベルでの都市・農村区分が求められる。また，

DID はあくまで人口が集中している地域を抜き出しているというだけであるため，一般的

に連想される「都市」とは一致しない。特に合併により市が広域な農村地域を含むように

なり，必ずしも DID 市が都市とは限らないという問題点がある。 

 もう１つ，都市型県と農村型県の区分に重要な視点は，両者の区分が時系列的に変化す

るという点である。すなわち，2005 年時点で農村型県に区分された都道府県は必ずしも

1975 年時点で農村型県に区分されるとは限らないのである。これは，例えば，1975 年時点
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では農村型県であったとしても，その後の急速な都市化の進行により農村型県に該当しな

くなる可能性があるということである。都市型県と農村型県の区分には，過去に遡って区

分ができるという点も考えなければならない。 

このような検討を行った結果，区分に用いることができる統計データとその時系列的な

データ利用可能性の２つの視点を考慮し，上記４つの統計データを用いた都市型県と農村

型県の区分の中から，本稿では，（１）の第１次産業 GDP シェアと（２）の第一次産業就

業者シェアの２つを用いて区分することとした。この２つを採用した理由としては，第１

次産業就業者シェアについては，５年おきではあるものの，両統計ともデータが時系列的

に整備されていることが理由である。 

 本稿では，各都道府県の総 GDP に占める第１次産業 GDP のシェア及び総就業者数に占

める第１次産業就業者数シェアの双方を算出し，両項目をシェアの高い順に並べ，両方の

項目が上位 15 位以内および下位 15 位以内に入っている都道府県を抽出した(4)。この評価

を 1975年から 2005年まで５年おきに７時点で行い，すべての年次において上位 15位以内，

下位 15 位以内に入っている都道府県をそれぞれ農村型県，都市型県と定義した（第１表）。

すべての年次に上位 15 位以内に入った農村型県は，青森，秋田，山形，岩手，高知，佐賀，

熊本，宮崎，鹿児島の９県である（第１図）。一方，すべての年次で下位 15 位以内に入っ

た都市型県は，埼玉，東京，神奈川，岐阜，愛知，京都，大阪，兵庫，広島，福岡の 10

都府県である。農村型県は東北地方および九州地方の県が多く，また，都市型県には東京

圏，名古屋圏，大阪圏の３大都市圏が含まれており，農村と都市との区部ではおおむね妥

当な区分と考えられる。よって本稿では，これら９県，10 都府県をそれぞれ農村部，およ

び都市部として分析を進める。 
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第１表 都道府県別第 1 次産業就業者シェア，GDP シェア 

就業者 GDP 就業者 GDP 就業者 GDP 就業者 GDP 就業者 GDP 就業者 GDP 就業者 GDP
01 北 海 道 21% 10% 14% 7% 13% 6% 11% 6% 9% 4% 8% 3% 8% 5%
02 青 森 40% 19% 25% 10% 24% 8% 21% 8% 17% 6% 14% 5% 14% 6%
03 岩 手 43% 16% 27% 10% 25% 8% 21% 8% 17% 5% 14% 4% 14% 5%
04 宮 城 31% 11% 16% 7% 15% 4% 11% 4% 8% 3% 7% 2% 6% 2%
05 秋 田 42% 19% 24% 10% 22% 8% 17% 8% 13% 5% 11% 3% 11% 4%
06 山 形 38% 15% 23% 8% 20% 6% 16% 6% 13% 4% 11% 4% 11% 3%
07 福 島 36% 15% 22% 6% 19% 4% 14% 4% 11% 3% 10% 2% 9% 2%
08 茨 城 37% 12% 21% 5% 17% 4% 12% 4% 9% 3% 8% 2% 7% 2%
09 栃 木 28% 9% 16% 5% 14% 3% 10% 3% 8% 2% 7% 2% 7% 2%
10 群 馬 27% 10% 16% 4% 13% 3% 10% 3% 8% 2% 7% 2% 6% 2%
11 埼 玉 15% 3% 7% 1% 5% 1% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 1%
12 千 葉 22% 6% 11% 3% 8% 2% 6% 2% 5% 2% 4% 2% 4% 1%
13 東 京 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 神 奈 川 4% 1% 2% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
15 新 潟 33% 10% 18% 5% 14% 4% 11% 4% 9% 3% 7% 2% 8% 3%
16 富 山 25% 6% 12% 3% 9% 2% 7% 2% 6% 2% 4% 1% 4% 1%
17 石 川 22% 8% 11% 3% 9% 2% 6% 2% 5% 2% 4% 1% 4% 1%
18 福 井 24% 7% 12% 3% 10% 2% 7% 2% 7% 2% 5% 1% 4% 1%
19 山 梨 29% 10% 18% 4% 15% 3% 12% 3% 10% 3% 9% 2% 9% 2%
20 長 野 32% 12% 20% 6% 17% 5% 14% 5% 13% 3% 11% 2% 11% 2%
21 岐 阜 19% 6% 9% 3% 7% 2% 5% 2% 4% 2% 4% 1% 4% 1%
22 静 岡 18% 5% 11% 2% 9% 2% 7% 2% 6% 2% 5% 1% 5% 1%
23 愛 知 10% 2% 5% 1% 5% 1% 4% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1%
24 三 重 26% 8% 13% 4% 10% 3% 7% 3% 6% 3% 5% 2% 5% 1%
25 滋 賀 28% 7% 12% 2% 8% 1% 6% 1% 5% 1% 4% 1% 4% 1%
26 京 都 9% 2% 5% 1% 5% 1% 4% 1% 3% 1% 3% 1% 3% 1%
27 大 阪 2% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%
28 兵 庫 11% 2% 5% 1% 4% 1% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 2% 1%
29 奈 良 19% 7% 8% 3% 6% 2% 5% 2% 4% 1% 3% 1% 3% 1%
30 和 歌 山 22% 7% 16% 5% 15% 5% 13% 5% 11% 4% 10% 3% 10% 3%
31 鳥 取 32% 13% 20% 7% 19% 5% 16% 5% 14% 4% 12% 3% 10% 3%
32 島 根 39% 14% 22% 6% 19% 5% 16% 5% 14% 4% 11% 3% 10% 3%
33 岡 山 26% 6% 13% 3% 12% 2% 9% 2% 8% 2% 6% 1% 6% 1%
34 広 島 17% 3% 9% 2% 9% 1% 6% 1% 6% 1% 5% 1% 4% 1%
35 山 口 23% 7% 14% 3% 13% 2% 10% 2% 9% 2% 7% 1% 7% 1%
36 徳 島 32% 14% 19% 8% 18% 6% 14% 6% 12% 4% 10% 3% 10% 3%
37 香 川 25% 7% 14% 4% 13% 3% 10% 3% 9% 2% 7% 2% 7% 2%
38 愛 媛 29% 10% 18% 7% 17% 5% 14% 5% 12% 4% 10% 3% 9% 3%
39 高 知 34% 13% 21% 9% 20% 7% 17% 7% 15% 5% 13% 5% 13% 6%
40 福 岡 14% 4% 8% 2% 7% 2% 5% 2% 4% 1% 4% 1% 4% 1%
41 佐 賀 33% 14% 21% 7% 19% 6% 15% 6% 13% 4% 11% 3% 11% 3%
42 長 崎 29% 12% 19% 8% 17% 6% 14% 6% 11% 4% 10% 3% 9% 4%
43 熊 本 37% 17% 24% 9% 21% 8% 17% 8% 14% 6% 12% 4% 11% 4%
44 大 分 35% 10% 20% 6% 18% 5% 14% 5% 11% 4% 10% 3% 9% 3%
45 宮 崎 38% 16% 24% 10% 22% 9% 18% 9% 15% 7% 13% 5% 13% 7%
46 鹿 児 島 42% 13% 25% 8% 22% 7% 18% 7% 15% 5% 12% 5% 12% 5%
47 沖 縄 21% 6% 13% 4% 11% 3% 9% 3% 8% 2% 6% 2% 6% 2%

注１．■は両シェアとも上位15位以内の都道府県，■は両シェアとも下位15の都道府県である．

注２．全ての年次でグリーンもしくはオレンジ網掛けがかかった県をそれぞれ農村型県，都市型県とした．

2005年1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年
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第１図 農村型県と都市型県の区分 

 

（２）評価項目 

 

評価する項目については，ベルギーにおける ISEW 推計の研究事例（Bleys, 2009）と日

本の GPI 評価研究（牧野，2008）を元にした。両者合わせて 25 の評価項目があるが，本

稿ではそのうち 18 項目について評価対象とした。採用された評価項目は第２表に掲げた。 

Bleys(2009)と牧野（2008）で取り上げられた評価項目のうち，いくつかは本稿では割愛し

ている。まず，個人的汚染管理費用である。個人的汚染管理費用とは，個人が汚染された

環境，自然資源から身を守るために支出している費用で，例えば，防塵のためのマスクや

浄水器の費用，汚染された水道水の飲用を避けるためのミネラルウォーターに対する費用
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などが該当する。しかしながら，これらの支出を明確に把握する統計データは存在せず，

さらには「汚染から身を守るために」という目的によって区分することも必要となるため，

実際の統計データから推計することは困難である。そのため，本稿では個人的汚染管理費

用については，計上しないこととする。 

 
第２表 既存研究と本研究における評価項目 

評価項目 加算・減算 本研究 Bleys(2009) 牧野(2008)
個人消費支出 ＋ ✔ ✔ ✔
所得不平等による厚生損失 － ✔ ✔ ✔
家事労働の価値 ＋ ✔ ✔ ✔
ボランティア労働の価値 ＋ ✔ ✔
耐久消費財からのサービス ＋ ✔ ✔ ✔
医療・教育への公的支出 ＋ ✔ ✔ ✔
政府社会資本サービスからの便益 ＋ ✔ ✔
耐久消費財への支出 － ✔ ✔ ✔
医療・教育への個人支出 － ✔ ✔
通勤の費用 － ✔ ✔
個人的汚染管理の費用 － ✔
交通事故の費用 － ✔ ✔
失業及び不完全雇用の費用 － ✔
過重労働の費用 － ✔
犯罪の費用 － ✔ ✔
家庭崩壊の費用 － ✔ ✔
水質汚濁の費用 － ✔ ✔ ✔
大気汚染の費用 － ✔ ✔ ✔
騒音の費用 － ✔
農地喪失の費用　(注) － ✔ ✔ ✔
非再生可能資源の減耗 － ✔ ✔
気候変動の費用 － ✔ ✔ ✔
オゾン層破壊の費用 － ✔
純資本成長 ＋－ ✔ ✔
国際的位置づけの純変化 ＋－ ✔ ✔
注．Bleys(2009)，牧野(2008）などで採用されているISEWの一般的な推計方法とは異なる方法で推計を

　　行った．  
 

次に，失業および不完全雇用の費用，過重労働の費用については，県レベルでのデータ

制約が厳しく評価の対象から除外した。一方， 騒音による費用に関しては，Bleys(2009)

でも騒音問題が非常に主観的な要素が多く，費用を推計するのが困難と指摘した上で，限

られた既存研究から費用を導いている。日本においても内山（1983），林山（2002）など騒

音の経済評価を行った研究結果はいくつか存在する。しかしながら，都道府県別の自動車

走行台キロ，自動車から発生する騒音量などのデータが入手できなかったため，本稿では

この項目についても計算から除外している。 

さらに，オゾン層破壊の費用については，牧野（2008）でも推計対象から外しており，

本稿でも推計対象からは除外する。非再生可能資源の減耗についても，都道府県レベルで

のデータ制約が大きく，やはり推計から除外する。1980 年代前半までは各地で大規模な炭

鉱の操業が行われており，非再生資源の減耗の評価が GPI 推計値にそれなりの影響があっ

たものと思われるが，近年はこれらの炭鉱も閉山しており，残る鉱業部門は銅や硫黄など

いくつかの鉱物について，ごく小規模な操業を行っている程度である。したがって，推計
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期間が 1975 年と大規模炭鉱の操業末期以降であることも踏まえ，著者は非再生可能資源の

減耗が GPI 全体に与える影響は小さいと考えている。 

最後に，国での推計を基本とした GPI では，国際的位置づけの純変化は当該国の外国に

対する負債を意味する。負債は将来世代に返済しなければならないことを考慮すると，長

期的な持続可能性に影響を与えることとなり，既存研究の牧野（2008），Bleys(2009)でも

この項目の加減調整を行っている。この考え方を地域レベルで考えると，当該地域が域外

から貸付を受けることは当該地域の負債となり，同じく GPI から控除すべきと考えられる。

しかしながら，特に日本のような都道府県という行政単位は，他地域との資金的なやりと

りは日常的に行われており，これをなくすことが持続可能な社会を構築するための条件と

はなりにくい。その意味では，国レベルの GPI を都道府県レベルで適用する際に，対地域

外貸付・負債の概念自体が非現実的なものとなる。そのため，本稿では，推計を行わない。 

推計項目の推計方法の詳細については末尾の補論で解説する。なお，すべての数値は『国

民経済計算年報』の支出側デフレータを用いて 2000 年の実質値に変換している。 

 

５．結果と考察 
 

（１）都市農村格差 

 

１人あたり GPI と GDP の推計結果は第２図に示す。都市型県の GDP は 1980 年代後半

から 1990 年代初頭にかけてのいわゆるバブル経済期に急速に成長している。一方で，農村

型県の GDP の成長は比較的緩やかである。バブル経済の影響は主に都市部で見られると言

え，これが GDP で測った都市農村格差の拡大を引き起こしている。Okina et al. (2001)は，

土地価格の上昇に続き，タイムラグを伴って資産価格の上昇が生じ，東京から大阪，名古

屋などの主要都市に波及したものの，バブル経済は日本に広く波及する前に 1990 年代初頭

に崩壊した，と説明している。GPI の成長は都市型県，農村型県ともに GDP 成長よりも緩

やかである。この結果は，バブル経済が資産価格の高騰を通じて都市部の GDP のみを増加

させ，農村 GDP の増加，そして都市部，農村部双方の豊かさの向上には貢献していなかっ

たことを示している。2000 年以降，2005 年までは都市型県，農村型県ともに GPI は停滞・

減少傾向にあったが，2005 年以降は再び回復基調になっている。 
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第２図 一人あたり GDP および GPI 

 

 

第３図 都市型県と農村型県の GPI および GDP の差 

 

 
第４図 相対的な都市農村格差 

0

50

100

150

200
一人あたりGPIの差

一人あたりGDPの差

万円

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

GPIの農村/都市比率

GDPの農村/都市比率



 - 56 - 

絶対値で見た都市農村格差（都市型県の数値－農村型県の数値）は第３図に示されてい

る。GPI で見た都市農村格差は GDP で見た格差よりもはるかに小さいが，2000 年以降格

差は急速に拡大している。第４図は相対的な格差（農村型県の数値／都市型県の数値の比

率）であり，この図では，高い数値は相対的に都市農村格差が小さいことを示している。

この図を見ると，GPI で見た相対的な都市農村格差の縮小は 2000 年頃までしか確認できな

い。2000 年以降，GDP で見た相対的な都市農村格差が不変またはわずかに縮小しているに

もかかわらず，GPI で見た相対的な都市農村格差は急速に拡大していることがわかる。相

対的な都市農村格差は，GPI で見た都市農村格差の拡大をより明確に示している。 

第５図と第６図は GPI の内訳を示している。プラスの（加算）項目に関しては，家計消

費支出を除くと，都市型県，農村型県の双方において家事労働の価値が最も大きな割合を

占めており，都市型県と農村型県の比較では都市型県の方がその価値が大きくなっている。

これは，推計に適用した賃金率が農村型県より都市型県の方が高いことによるもので，都

市部の家事労働の機会費用が農村部のそれよりも高いことを示している。しかしながら，

医療・教育への公的支出や政府社会資本サービスからの便益については，農村型県のほう

が都市型県よりも高くなっている。これは，公的支出や政府社会資本サービスはユニバー

サル・サービスとして国内全域に均等に供給されるべきものであり，人口１人あたりの値

で見た場合には，人口の少ない農村部に有利に働くためと考えられる。都市型県の GPI の

内訳を第６図で見ると，2000 年以降の GPI の不安定性は主に純資本成長によるところが大

きいことがわかり，これは都市部における豊かさの不安定性が経済的情勢の変化によって

もたらされることを示している。なお，このような現象は農村型県では確認されない。 

マイナスの（控除）項目については，所得不平等による厚生損失，交通事故の費用，気

候変動の費用が３大要素となっている(5)。農村型県の前者２項目は，都市型県のそれより

も小さく，GPI で見た都市農村格差が小さいことの裏にある要因としては，所得不平等の

厚生損失と交通事故の費用であると考えられる。しかしながら，近年の農村における気候

変動の費用の急速な増大により，これらの項目の優位性は相殺されている。気候変動の費

用については，都市型県と農村型県で大きな差が生じている。第３表と第４表はそれぞれ

農村型県と都市型県の各項目の評価額を示している。農村型県の気候変動の費用は特に

1990 年代後半からより急速に増加しており，1998 年には都市型県のそれを上回った。これ

らの結果は農村型県においてあまり GHG が削減されていないことと，人口の減少による

ものと思われる。第５図，第６図は人口１人あたりで示されているため，人口減少は１人

あたり費用の増大をもたらす。農村部では，人口減少に比べて GHG 排出削減があまり進

まなかったため，１人あたり気候変動の費用の急速な増大をもたらしたと考えられる。さ

らには，この傾向は気候変動の費用の累積的な集計方法により強調されている。このよう

に，1990 年後半以降の都市農村格差の拡大は，農村部における気候変動の費用の増大で説

明できる。 
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第５図 農村型県の GPI 内訳 
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    第６図 都市型県の GPI 内訳 
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表
　

G
P
Iの

項
目

別
評

価
額

（
都

市
型

県
）

(千
円

/
人

 2
0
0
0
年

価
格

)

年
次

個
人

消
費

支
出 (A

)

所
得

不
平

等
に

よ
る

厚
生

損
失

(B
)

厚
生

調
整

済
み

個
人

消
費

支
出

(C
=
A

-
B

)

家
事

労
働

の
価

値
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
労

働
の

価
値

耐
久

消
費

財
か

ら
の

サ
ー

ビ
ス

医
療

・
教

育
へ

の
公

的
支

出

政
府

社
会

資
本

サ
ー

ビ
ス

か
ら

の
便

益

耐
久

消
費

財
へ

の
支

出

医
療

・
教

育
へ

の
個

人
支

出
通

勤
の

費
用

交
通

事
故

の
費

用
犯

罪
の

費
用

家
庭

崩
壊

の
費

用
水

質
汚

濁
の

費
用

大
気

汚
染

の
費

用
農

地
喪

失
の

費
用

気
候

変
動

の
費

用
純

資
本

成
長

G
P

I
G

D
P

G
P

I/
G

D
P

比
率

加
算

・
減

算
+

-
+

+
+

+
+

+
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
+
/
-

1
9
7
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1
1
7
8

-
3
3
8

8
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0
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8

3
7

7
-
1
7
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-
1
0

-
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-
3
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9

-
1
.1
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9

-
0
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6
-
5
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0
-
0
.2

8
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1
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1
8
5
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1
6
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7
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1
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4
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3
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1
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（２）分析の限界  

 

本稿の分析には２つの限界がある。１つは地域レベルに国家レベルで適用すべき

ISEW/GPI を適用する理論的な合理性である。４．（２）で述べたように，地域レベルでは

対外純資産の変化は正しく適用できない。同様に， ISEW/GPI の概念や推計法が地域レベ

ルでの適用に合うようにするため，いくつかの項目については定義の見直しや修正をしな

ければならない。豊かさに貢献する項目というのは，国レベルと地域レベルでは異なるか

もしれないし，同じ地域レベルの中でも地域ごとに異なるかもしれない。したがって，共

通の評価法で推計された各地域の ISEW/GPI が本当にその地域の豊かさを評価しているの

か，という疑問が生じてくる。この疑問に答えるには，各地域の豊かさとは何かを明確化

し，ISEW/GPI 評価にふさわしい項目を各地域で導入すべきと考える。 

もう１つの課題は，データ制約である。本稿では，実際のデータ利用可能性を考慮した

上で，県レベルでの農村部と都市部の区分を行った。一部のデータは国レベルでしか得ら

れず，一部の県レベルのデータは推計を行わなければならなかった。さらに，地域データ

が得られた場合でも，その数値が農村部のデータとしての代表性があるかは不確実である。

例えば，９つの農村型県においても，県庁所在地のデータを用いている場合もある。農村

型県の中でも最も小さい県庁所在地は佐賀市の約 23 万人（2011 年現在）で，最も大きい

熊本市では約 70 万人となっている。結果として，これらの数値が本当に農村住民の生活ス

タイルを表しているのかは疑問が残る(6)。データ制約に関するもう１つの課題は，推計期

間にわたってデータが継続的に得られないことである。本稿の分析では 1975 年から 2008

年までの期間で GPI を推計したが，一部のデータは直近の数年しか得られない場合もあっ

た。また，過去の時系列データが得られたとしても，２，３年おき，場合によっては５年

おきのデータしか得られない場合もあった。このような状況の下，欠落したデータは単調

変化を仮定して推計した。経験的には，過去 30 年以上前のデータを県レベルで入手するの

は非常に困難であると認識しており，ISEW/GPI を日本の県レベルで推計する際の実質的

な大きな課題と言える。海外の研究事例においても，Bagstad and Shammin (2012) や Clarke 

and Lawn (2008)が同様の２つの課題を挙げており，本稿の分析でもこれら ISEW/GPI 推計

時の共通の課題が示されたと言えよう。 

 

６．おわりに 
 

日本では，都市の高い賃金水準や近代的な生活に多くの人々が憧れ，農村部から都市部

へと移住してきた。高度経済成長期，労働力不足により，国も農村部から都市部への移動

を促進し，これらの政策により都市部は高所得および高い GDP を達成し，人々は農村部を

遅れた後進的地域と見なすようになった。都市農村格差の議論は多くの場合，GDP などの

経済的指標に基づいて行われる。しかしながら，GDP は都市農村格差を測る 1 指標に過ぎ

ず，他の指標，例えば ISEW/GPI などでの評価も行われるべきであると考える。都市農村
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格差を評価する際には，非経済的要素を考慮した幅広い意見，より多くの情報も提供しな

ければならず，ISEW/GPI を都市農村格差の評価に適用することで，学術的分野のみなら

ず，国や地方の政策担当者や将来農村部への移住を検討している人にも有用な情報を提供

できると考える。ISEW/GPI で測った都市農村格差は，良好な生活環境，安い生活費，比

較的平等な所得分配など，GDP では考慮されない農村部の良さを評価することができる。 

本稿の分析では，GPIで評価した都市農村格差はGDPで評価したそれよりも小さかった。

しかし，GPI で見た都市農村格差は 2000 年以降拡大傾向にあり，これは主に農村部におけ

る GHG 排出増加によるものであった。実際，GHG 排出量の増加は，農村部の他の項目の

優位性を相殺してしまっている。GPI は単なる GDP では測れない農村部の良さ，悪さを評

価することができ，単なる経済的観点で見た場合よりも，豊かさの観点からは農村部は健

闘していると言える。したがって農村住民は，農村を経済指標でのみ評価した結果だけを

見て，過度に悲観的になる必要はないのである。 

 

補論 各評価項目の推計方法 

１）所得不平等度による厚生損失 

 所得の不平等の是正は一般的にジニ係数を用いる方法とアトキンソン指数（Atkinson, 

1970）を用いる方法の２通りが考えられるが，牧野（2008）でも指摘しているとおり，ジ

ニ係数を用いて行う方法は基準年と比べた相対的変化だけが意味を持つため，時系列的な

比較を行うには適さないと考えられる。また，Neumayer(2000)は，アトキンソン指数を用

いた方法は推計者が設定した仮定を明確に説明することが求められるため，主観的な判断

の余地が小さくなるとして，アトキンソン指数による推計を推奨している。このような指

摘を踏まえ，本稿ではアトキンソン指数を用いて行う。アトキンソン指数を用いた

ISEW/GPI の推計は Bleys(2008)，Pulselli et al.(2006)，Clarke and Islam(2005）などでみられ

る。 

 アトキンソン指数は以下の式で表される。 

( )
( )εε −−




















−= ∑

1/11

1
i

i
i yf

y
y

I  

 ここで， iy は i番目の所得グループの所得が総所得に占めるシェア，yは平均所得， ( )iyf

は i 番目の所得グループの人口が総人口に占めるシェア，εは社会における不平等回避度

を表すパラメーターであり，値がゼロのときは所得不平等を全く回避しないことを，εが

無限大の時には，最貧層への所得移転のみを考慮することを表す。 

本稿では，牧野（2008）に倣い，εをすべての都道府県で 1.59 という値に設定した。ま

た，所得階層別所得については，1975 年から 1982 年までの間は，World Institute for 

Development Economics Research (WIDER)の World Income Distribution Database のデータを，

1986 年以降については，『国民生活基礎調査』の所得階級別世帯数のデータを用いてアト
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キンソン指数を推計した。所得階層別世帯数のデータが得られなかった 1983 年から 1985

年の間は，アトキンソン指数の過去３年間の移動平均から推計した。なお，アトキンソン

指数についても，データ制約により都道府県別の値が推計できなかったため，すべての都

府県で同一の値を採用している。 

 得られたアトキンソン指数を各都府県の家計最終消費支出に乗じることで，所得不平等

による損失を計算し，これを家計最終消費支出から控除して所得不平等を是正した家計最

終消費支出とした。 

 

２）家計の無償労働およびボランティア活動の評価 

家計の無償労働については，家計無償労働およびボランティア活動に費やされた時間に

15 歳以上人口を乗じて，総無償労働時間を算出し，これにシャドウ賃金を乗じて評価した。

まず，無償労働時間については，『社会生活基本調査報告』より，各都府県における家事，

介護・看護，育児，買い物の４つの項目に費やされた時間データを利用した。ただし，こ

の調査は 1976 年から５年おきに実施されるものであり，その間の年次についてはデータが

得られない。そこで，データが得られない年次については，その間単調変化と仮定して推

計を行った。また，当該調査は直近のデータは 2006 年のものなので，2007 年，2008 年の

両年については，2006 年と同じと仮定して数値を設定した。次に，15 歳以上人口について

は，国立社会保障・人口問題研究所の『人口統計資料集』より全人口および 14 歳未満人口

の都道府県別データを用いて推計している。最後に，シャドウ賃金については，労働政策

研究・研修機構の「労働統計データ検索システム」から『賃金構造基本統計調査』の給仕

従事者（女）の都道府県別所定内給与額，所定内実労働時間を引用し，給与額を実労働時

間で除した値をシャドウ賃金とした(7)。なお，「労働統計データ検索システム」におけるデ

ータは 1981 年以降しか入手できないので，1975 年から 1980 年のシャドウ賃金については，

賃金改定率データを用いて 1981 年データより推計した。県民経済計算の支出側デフレータ

を用い，2000 年基準の実質値とした(8)。 

 

３）耐久消費財への支出および耐久消費財からのサービス 

 耐久消費財への支出は単年度の豊かさに貢献するのみならず，耐久消費財が使用される

複数年にわたって豊かさを提供すると考えられる。この費用は耐久消費財を購入した年に

一括して計上されるため，当該年の豊かさを過大評価することとなる。そのため GPI では

この点を考慮して，耐久消費財への支出を控除し，耐久消費財からのサービス額を加算す

る調整を行っている。 

 本稿では，耐久消費財への支出として『国民経済計算年報』にある耐久消費財最終消費

支出を引用し，これを控除した。数値は国全体のものであるため，各都道府県の最終消費

支出が全国の最終消費支出に占める割合により，各都道府県に按分した。また，数値は『国

民経済計算年報』のGDPデフレータ全国値を用いて2005年基準の実質値に換算している。

一方，耐久消費財からのサービス額については，経済審議会 NNW 開発委員会（1973）に
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倣い，耐久消費財の耐用年数を一律に５年間と仮定し，定額法で償却した過去５年分の耐

久消費財への最終消費支出を積算した値を用いて，これを加算した。 

 

４）政府社会資本サービスからの便益 

政府最終消費支出についての GPI での考え方としては，原則として防除的支出に該当す

るものと，利用者が対価を支払う公的サービスの 2 つの政府支出を除いて GPI に計上すべ

きとしている。 

GPI に計上すべき具体的項目に該当するものとして，牧野（2008）では，有料道路を除

く道路，学校・社会教育施設の２項目を取り上げており，本稿でも牧野（2008）に従い，

これら２項目を取り上げる。これらの資本ストックについては，内閣府が『社会資本スト

ック推計』として都道府県別の時系列データを公表しており，ここに公表される数値のう

ち純ストック額（2005 年暦年基準値）を定額法で償却した値を計上する。ただし，道路の

社会資本ストックについては，有料道路分を控除する必要があるが，国土交通省『道路統

計年報』によると，高速道路網の整備が一定程度進んでいる 2005 年のデータにおいても，

都道府県別道路実供用延長に占める高速道路分と一般有料道路の割合はいずれの都道府県

でも 1%程度で，無料道路実用延長は 98～99%であった。そのため，本稿では便宜的に道

路の社会資本ストック全額を無料道路に伴うものと仮定し，全額を計上した。 

 

５）教育・医療への公的支出 

政府最終消費支出についての GPI での考え方としては，原則として政府最終消費支出は

防除的支出に該当するものとして，GPI の計算から除外することが求められる。防除的支

出に該当しない政府最終消費支出については GPI に含まれるが，これに該当するものとし

て具体的には教育と医療があり，この２項目については Bleys(2009)においても加算項目

として計上されている。本稿では，Bleys(2009)に倣い，政府最終消費支出のうち教育費と

医療費を計上する。ただし，Daly and Cobb(1989)は教育費と医療費の一部は，防除的支出

と見なされ，より高度な医療・教育にかかる費用のみを人的資本の形成に貢献する費用と

して ISEW に加算すべきものとしている。Bleys(2009)は既存研究での推計方法に則り，教

育・医療に対する政府最終消費支出の 50%を ISEW に加算すべき高度医療・高等教育に該

当するとして計算しているので，本稿でも Bleys(2009)に倣い，教育・医療に関する費用

のうち 50%を GPI への加算項目として計上する。 

教育費については，文部科学省『地方教育費調査』の結果を用いたが，これには国が負

担する教育費は含まれていない。国が負担する教育費についても，各都道府県に按分する

必要があるが，適切な按分方法が見いだせなかったため，本稿では含めていない。一方，

医療費については，厚生労働省『国民医療費調査』のデータを引用し，これには地方のほ

か国が負担する医療費についても含まれた数値となっている。都道府県別の国民医療費に

ついては，1987 年以降３年おきの推計となっているため，1988 年以降のデータのない年次

については，次の統計公表年次までの間，単調変化と仮定して推計した。また，1975～1986



 - 65 - 

年の各年については，都道府県別の医療費データが得られなかったため，全国の医療費総

額に対する各都道府県医療費割合が 1987 年と同じと仮定し，各年の全国医療費総額を按分

して推計した。 

 

６）医療への個人支出・通勤の費用 

 医療に関する個人支出，通勤の費用は個人の防除的支出として考えられており，GPI で

は豊かさには貢献しない支出として考えられていることから控除する必要がある。本稿で

は医療費と通勤の費用については，総務省統計局『家計調査年報』より保健医療費および

鉄道とバスの通勤定期代を引用して控除した。ただし，『家計調査年報』の都道府県別デー

タは県庁所在地のデータのみで，全県を網羅したデータは見あたらない。 

なお，『家計調査年報』の数値は世帯あたり年間の支出額であるため，この数値に各都

道府県の世帯数を乗じる必要がある。世帯数データは総務省統計局『国勢調査』から引用

したが，５年おきのデータであるので，1975 から 2010 年の５年ごとのデータは『国勢調

査』から引用し，それ以外の年次は単調変化を仮定して推計した。推計された金額は各都

府県の『県民経済計算』の支出デフレータを乗じて実質化した上で計上した。 

なお，通勤の費用に関しては，通勤に費やす時間の機会費用も推計している。通勤時間

に時間あたり給与を乗じることで算出している。通勤時間については，厚生労働省『社会

生活基本調査』（1976 年～1996 年の隔年）と国土交通省『住宅・土地統計調査』（1998 年

以降）における都道府県別の数値を引用し，データが得られなかった年次は前後の年から

単調を仮定して推計した。時間あたり給与については，家事労働の評価に用いたものと同

じ数値を利用した。 

これらの評価項目における数値推計の課題としては，まず農村部の代表値が各県の県庁

所在地になるという点である。農村型県であっても，県庁所在地はそれなりに人口が集積

し，人々は都市型県に近いライフタイル，すなわち支出形態を有していると考えられる。

これを農村型県の代表値として使用すると，農村本来の支出形態を的確に表すことができ

ないのではないかと危惧する。もう１つは，通勤費については，鉄道・バスの定期代のみ

を算入し，車通勤による費用を計上していない点である。車通勤のコストを算入しなかっ

た理由は，通勤とそれ以外の費用を区分することが困難であったためである。特に農村部

においては，通勤に車を使うことが一般的な傾向であり，この点を踏まえると農村型県の

通勤の費用の過小評価につながる可能性がある。 

 

７）交通事故による費用 

交通事故による費用に関して，GPI では交通事故により損害を被った場合に支出しなけ

ればならない費用も防除的支出（もしくは被害から回復し，生活を維持するために必要な

維持的支出）として控除すべきとしており，Bleys(2009)でもベルギーにおける交通事故に

よる保険金支払額をもとに当該費用を控除している。本稿では，内閣府による調査（2002，

2007，2012）による交通事故の損失額をもとに，1999 年，2004 年，2009 年の損失額を計
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上した。計上した項目は人身事故による交通事故死亡者または傷害者１人あたりの物的損

失，事業主体損失，公的機関損失の３項目であり，それぞれの１人あたり損失額に死亡者

数，傷害者数を乗じることで損失額を計上した。ただし，Bleys(2009)と同様，人的損失額

については，別項目で計上している医療費と重複するため，ここでは除いている。また，

物損事故による損失も都道府県別の物損事故件数のデータが得られないため計上していな

い。1999，2004，2009 年以外の年次については，1975 年から 1990 年では 1999 年と同じ値

を，2000 年から 2003 年，2005 年から 2008 年は各期間単調変化として推計した。 

 

８）犯罪の費用 

犯罪の費用については，犯罪認知件数に犯罪被害額を乗じることで求める。まず，犯罪

認知件数については，警察庁『犯罪統計書』の都道府県別犯罪認知総数を用いる。また，

犯罪被害額については，警察庁の『犯罪白書』にある財産犯被害額について，1998 年から

2007 年までの各年の額の平均値を 2000 年基準に実質化の上，すべての年次に適用して計

算した。犯罪被害額は殺人や窃盗，脅迫などの犯罪の種類により大きく異なるが，これら

の中で財産犯被害額の値を用いたのは，各県とも犯罪認知件数のうち 90%以上が財産犯（窃

盗犯）であることによる。 

 

９）家庭崩壊の費用 

家庭崩壊の費用については，全離婚件数に弁護士費用を乗じることで求める。離婚件数

は厚生労働省の『人口動態調査』にある離婚件数を引用し，離婚１件あたりの弁護士費用

については，『旧弁護士報酬会規』にある離婚調停事件又は離婚交渉事件の 30 万～50 万の

中央値を取り１件あたり 40 万円とした。この値は 2004 年時点での報酬であるので，2004

年の実質値とした。なお，弁護士費用は調停離婚の際にのみ支出され，協議離婚の場合は

この費用はかからない。しかし，協議離婚を費用ゼロとする場合には，費用の過小評価と

なるので，ここでは全離婚件数に弁護士費用を乗じて費用を計算した。 

 

10）水質汚濁の費用 

水質汚濁の費用は，水質汚濁物質の排出による水質の悪化を想定し，汚濁物質をすべて

除去するために必要な費用とする（ゼロエミッション仮定）。水質汚濁物質には生物化学的

酸素要求量（BOD），化学的酸素要求量（COD），窒素（N），リン（P）など数多く存在す

る。本論文では，このうち負荷が大きくかつデータの取得が可能な BOD と COD を水質汚

濁の費用の推計対象とする。ただし，BOD と COD は基準こそ違うが同じ酸素要求量であ

るため，双方を水質汚濁の費用として計上すると二重計算となってしまう。そのため，本

論文では負荷の大きいほうどちらか一方のみを費用として計上する。 

対象とする汚濁源であるが，本稿では家畜排せつ物と工業品製造に伴う水質汚濁を推計

の対象とし，家庭からの排水による水質汚濁は対象としていない。これは，家庭用の水質

汚濁物質については，処理方法により除去率が大きく異なるためである。近年は下水道の
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整備が進められ，特に都市部ではほぼ 100%下水道による処理と考えて良いが，本稿が推

計対象とする 1970，80 年代では下水道や集落排水施設の整備が十分になされていなかった

と想定される。本稿では 1975 年まで遡って家庭排水の処理方法を確認する必要があり，こ

のようなデータを得ることが困難であったため，家庭排水による水質汚濁は推計対象から

割愛した。 

推計方法は基本的に BOD，COD の発生量に（１－除去率）を乗じて排出量を推計し，

これに除去原単位を乗じて排出された BOD，COD をすべて除去するために必要な費用を

算出する。具体的な推計方法について，まず家畜排せつ物からの水質汚濁は，農林水産省

『畜産統計』の牛と豚の飼養頭数に１頭（匹）あたり家畜排せつ物発生量を乗じて家畜排

せつ物総発生量を算出する。続いて，１単位の家畜排せつ物からの BOD，COD の発生量

の値を国土交通省『流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説』から引用して家畜排せ

つ物からの BOD，COD を算出した。そして，国土交通省『流域別下水道整備総合計画調

査 指針と解説』より，家畜排せつ物からの BOD，COD の除去率をともに 2.5%として計

算した。 

また，工業製品製造からの水質汚濁については，経済産業省『工業統計表』の製造品出

荷額に出荷額あたり BOD，COD 排出量を乗じて総発生量を推計する。製造品出荷額に出

荷額あたり BOD，COD 排出量の値は，日本総合研究所『国民経済計算体系に環境・経済

統合勘定を付加するための研究』にある各工業製品の BOD，COD 排出量を製造品出荷額

で割り戻した値を用いた。国土交通省『流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説』よ

り，工業製品については，BOD，COD の除去率をそれぞれ 62％，81%として計算した。 

最後に，推計された BOD，COD の排出量に除去原単位を乗じることで，水質汚濁の費

用を算出する。除去原単位については，日本総合研究所『国民経済計算体系に環境・経済

統合勘定を付加するための研究』より引用した。上記文献には，1985 年と 1990 年の値が

掲載されているが，1990 年値は 1990 以降の期間に，1985 年値は 1985 年までの期間に，1986

～1989 年は単調変化と仮定して推計した値を適用した。 

 

11）大気汚染の費用 

大気汚染の費用は，大気汚染物質の排出による大気環境の悪化を想定し，水質汚濁の費

用と同様，ゼロエミッション仮定を置き，大気汚染物質をすべて除去するために必要な費

用とする。大気汚染物質は窒素酸化物（NOx），硫黄酸化物（SOx）を対象とする。 

推計方法は地域産業連関表の各部門生産額に NOx，SOx の排出原単位を乗じ，これに除

去原単位を乗じることで推計する。大気汚染の費用に関しては，データの制約上，除去率

を考慮していない。まず，各都府県の産業連関表から産業 29 部門の生産額を引用する。排

出原単位がある産業 29 部門に合わせるため，一部の県，また一部の年次では部門の統合・

分割を行った。次に排出原単位（生産額あたりの NOx，SOx 排出量）は朝倉他（2001）の

数値を引用し，これを各部門生産額に乗じて NOx，SOx 排出量を算出した。除去原単位に

ついては，日本総合研究所『国民経済計算体系に環境・経済統合勘定を付加するための研
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究』より引用した。上記文献には，1985 年と 1990 年の値が掲載されているが，1990 年値

は 1990 以降の期間に，1985 年値は 1985 年までの期間に，1986～1989 年は単調変化と仮定

して推計した値を適用した。 

本稿では，各部門の生産額から NOx，SOx 排出量を推計したため，移動発生源である自

動車からの排出は一部考慮されていない。なお，生産活動として自動車の運行を行う営業

用トラックやバスからの排出については，運輸業の生産額に応じた排出量が計上されてい

るが，自家用の自動車からの排出が考慮されていないという課題が残されている。 

 

12）農地喪失による費用 

 牧野（2008）では，農地喪失の損失として，農地の喪失による食料生産減少の費用およ

び公益的機能の低下の費用を計上している。また，Bleys（2009）においても，同様に農地

喪失による費用を計上している。両者とも農地面積が過去最大だった年からの農地減少分

を累積的にカウントしている。しかしながら，過去からの累積的な農地減少分を計上する

と，前年までに計上された費用も累積的に加算されることになる。Beça and Santos(2010) 

でも土壌の喪失による費用については，単年度のフロー評価を導入していることから，

ISEW/GPI は単年度の会計期間で評価すべきものであるため，このような累積的な費用の

計上は整合性がないと判断し，本稿では前年からの農地減少分について費用を計上した。 

面積データは，農林水産省『耕地及び作付面積統計』から各都道府県別の耕地面積（水

田・畑地）を引用し，前年からの農地の減少面積を計算した。これに日本学術会議（2001）

の農業の多面的機能評価額を１ha あたりに換算して乗じることで農地喪失による費用と

した(9)。なお，日本学術会議（2001）の農業の多面的機能評価額は水田と畑地の双方を含

むものだが，機能によっては水田のみの評価額も含まれる。そこで，本稿では評価額を水

田と畑地に按分して水田にのみが有する機能については水田のみに評価額を配分し，それ

以外のものについては有効貯水量比や面積比を用いて水田と畑地の評価額に按分した（第

５表）。 

  
第５表 農業の多面的機能評価額と水田・畑地への按分 

水田 畑 合計 按分方法

洪水防止 24,950 3,839 28,789 有効貯水量52:8(億m3）で按分
水資源涵養 12,887 0 12,887 全て水田の便益
土壌浸食防止 1,560 1,291 2,851 田畑面積にて按分
土砂崩壊防止 1,428 0 1,428 全て水田の便益
有機性廃棄物処理 35 29 64 田畑面積にて按分
大気浄化 54 45 99 田畑面積にて按分
気候緩和 105 0 105 全て水田の便益
保健休養やすらぎ 12,351 10,214 22,565 田畑面積にて按分
合計（億円） 53,371 15,417 68,788
面積あたり評価額（百万円） 2.0 0.6 2.6
出所：日本学術会議（2001）  

 

なお，牧野（2008）で計上している農地の喪失による食料生産減少の費用については，
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本稿では算定していない。理由は，農地の喪失による食料生産の減少分については，単収

の増大や輸入農産物で補完されている上，既に市場内部化されており GDP の減少分として，

GPI の基礎となる最終消費支出の減少に反映されていると考えたためである。この点につ

いては，食料安全保障の観点から，国内における食料生産の減少分を費用として計上する

こととは議論を異にしており，著者は農地の減少に由来する食料生産力の減退と国民の豊

かさの間の直接的な関係は明確ではないと考えている。 

 

13）気候変動の費用 

 気候変動の費用については，温室効果ガス（GHG）の排出に関わる費用を計上する。GHG

の排出源として本稿で取り上げるのは，エネルギー消費由来の GHG 排出である。GHG の

排出源としては，このほかにも農業分野では水田や家畜排せつ物からのメタン排出なども

あるが，本稿ではこれらはデータ制約の関係から取り上げない。 

本稿では排出量の推計を行い，これに CO2 単価を乗じる方法で費用を推計した。発熱量

あたりの CO2 排出量は環境省『算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧』

から引用した。これらの排出係数は年次ごとに異なることが予想されるが，本研究ではデ

ータ制約のため，1975 年から 2008 年までの推計期間を通して同じ値を適用した。ただし，

電力からの CO2 排出については，東北電力や四国電力で過去の数値も公開していることか

ら，電力由来の CO2 排出量の推計時には過去の排出係数を適用した。具体的には，1970

年，1990 年，2003 年から 2008 年までの電力由来の CO2 排出係数のデータが得られたため，

電力の排出係数は 1975～1990 年までは 1970 から 1990 年まで単調変化を仮定して推計し， 

1990 年以降はその年の値を計上して GHG 排出量の計算を行った。 

一方，CO2 の単価は 2000 円/t-CO2 で計算した。この値は 2000 年代後半の国内クレジッ

ト制度，排出量取引制度が国内で運用されていた際の取引価格のおおよその相場であり，

既存研究で多く用いられていた CO2 単価である。本研究が 2008 年までを推計対象として

いることから，この値を CO2 単価として適用した。 

 なお，既存研究では，気候変動の費用は過去 50 年分を遡及推計し，過去 50 年の累積的

費用を計上している。つまり，例えば 1975 年の気候変動の費用については 1926 年からの

費用を累積しているのである。しかしながら，本稿ではかような長期遡及計算ができなか

ったため，1975 年からの累積費用を計上することにした。 

 

14）純資本成長 

 純資本成長は資本形成から人口（就業者）の増加による資本形成の増加分を控除したも

のである。本来，就業者が増加（減少）すれば資本形成も増加（減少）すると想定される

ので，就業者の増減による資本形成額の変化を調整した上で，さらに資本形成がなされて

いるのであれば，これは就業者一人あたりの資本形成額を一定に保ってもさらに余りある

資本形成額ということになる。この余剰資本形成分は将来世代の豊かさに貢献するものと

して考えられ， ISEW にプラス計上することになる。 
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 本稿では，内閣府『県民経済計算』から各都道府県別の資本ストック額，新規投資額，

純除却額（2000 年固定価格）及び就業者数を引用し，各年の新規投資額から純除却額と就

業者一人あたり資本ストック額に前年からの就業者数変化を乗じた数値を控除した。 

 

注 

(1)  本稿は，環境省『第Ⅱ期環境と経済の政策研究』「政策展開・評価型の持続的発展指標開

発とそれに必要な統計情報の強化に関する研究」（平成 24～26 年度，研究代表者：山下潤

九州大学准教授）の成果の一部をとりまとめた Hayashi(2015)を和訳の上，一部加筆・修正

したものである。 

(2)  本稿における豊かさとは，貨幣的に評価させる経済的豊かさのみならず，生活の充実度

や健康状態など身体的，精神的，社会的側面に加え，良好な住環境や自然環境などの環境

的な側面も含めた豊かさである。 

(3)  山村，漁村であっても林業だけ，漁業だけに従事していることはほとんどなく，大部分

の山村，漁村では住民は農業と林業もしくは漁業の双方を営んでいる。 

(4)  上位および下位 15 位以内としたのは，47 都道府県の上位および下位 1/3 を抽出するとい

う考えに基づくものである。 

(5)  本稿における交通事故の費用の基礎とした内閣府の交通事故損失額推計結果には，社会

的費用も対象としており，外国における既存研究の費用よりも大幅に高くなっている。 

(6)  このような課題を考慮しても，著者は，(1)これらの都市を農村部に含めたとしても，都

市部としての東京・大阪・名古屋といった３大都市圏との比較には妥当性があること，(2)

人口密度の高い日本においては，100 万人都市が 11 都市もあり，農村型県の都市として最

大の熊本市であっても人口規模は全国で 17 番目であることから，これらの都市を農村部と

して含めることには合理性があると考えている。 

(7)  給仕従事者の中でも女性の賃金・労働時間を採用したのは，家事労働のほとんどが女性

によって行われていると仮定したためである。なお，牧野（2008）では家事労働の 90%が

女性で行われていると仮定し，男女賃金率を 1：9 で加重平均した値をシャドウ賃金として

用いている。 

(8)  本来賃金率は生産側デフレータによる実質化が望ましいが，県民経済計算では 1995 年以

前の生産側デフレータが入手できなかったため，支出側デフレータを用いて実質化を行っ

た。 

(9)  日本学術会議（2001）の評価額は 2000 年の値となっているため，2000 年の耕地面積で

1ha あたりに換算した。 
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